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問 1．空き家の所有者を調査するのに大変ご苦労されていると思いますがどのような調査をされておりますか。

問２．貴自治体の空き家の現況についてお尋ねします（判明している場合）。

問３．空き家の中で所有者が高齢世帯に該当する戸数はどのくらいありますか（その他の場合は、その状況について…世帯の年齢層等）。

問４．所有者が判明している高齢世帯で空き家となっている場合、対策はどのようにされておりますか。
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問 5．高齢者居住住宅を市街中心部への住み替えで生活利便性中心へのシフトと若い子育て世帯を広い住環境へのシフトをするなどの住み分けで、
　　　合理的な住環境づくりが話題になっておりますが、貴自治体では興味がありますか ( リフォーム＆リユース＆シルバーシェアホーム等 )。

問 8．すでに当協会ではいくつかの自治体と協定を結んでおります。空き家対策（空き家の解決策）については、当協会といたしましても今後とも
　　    大きな関心を持って取り組んで参りたいと考えておりますので、貴自治体としての、ご意見、ご要望があればご記入ください。

問６．貴自治体では空き家条例（空き家対策条例）等を制定されていますか。

問７．今後の空き家対策についてお尋ねいたします。
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